仕 様 書

１　件名
京都市南浜児童館関連用地（子らく園）の遊具修繕

２　履行期間
　　契約日の翌日から令和８年８月３１日（月）まで

３　履行場所
　　京都市南浜児童館関連用地（子らく園）（伏見区東柳町５３９－１～５）

４　履行目的
　　京都市南浜児童館関連用地（子らく園）に設置されている遊具について、遊具利用者の安全確保のため、修繕するものである。

５　業務内容
（1） ジャングルジム
衝撃吸収材の破損及び基礎の露出を修繕するため、既存ゴムチップを撤去・処分のうえ、落下高さに応じた衝撃吸収性能を有する素材、厚みの製品を選定し、敷設する。

（2） ２連ブランコ
スイングクリアランスが450mmを超過しているため、真砂土補充及び転圧締め固めを実施のうえ、スイングマットを設置する。
　　　　（スイングマット参考品：ニシオカ製51－2－1）

（3） 共通事項
· 修繕方法は、（一社）日本公園施設業協会の『遊具の安全に関する基準 ＪＰＦＡ－ＳＰ－Ｓ：２０１４』の各号によるものとする。使用材料は必要な強度と耐久性が確保できる部材を用いること。
· 遊具の安全領域を必ず確保すること。 
· 修繕に要する材料費、労務費、車両運転費、仮設資材、機械工具類の賃料・損料、消耗品費及び諸経費等の全ての費用は、本業務に含むこと。
· 業務に伴い発生した廃棄物は、適正に処理するものとし、運搬費及び処分費は、本業務に含むこと。
· 作業に際しては、公園の利用者の安全に十分配慮すること。
· 本仕様書に定めがない事項については、国土交通省の『都市公園の遊具の安全確保に関する指針（改訂第３版）』や（一社）日本公園施設業協会の『遊具の安全に関する基準 ＪＰＦＡ－ＳＰ－Ｓ：２０１４』を準用することし、その他の疑義が生じた場合は別途協議する。
· 作業着手前、作業工程ごとの作業状況、作業完了後について写真を撮影し、完了届とともに提出すること。
· 施工完了後は、（一社）日本公園施設業協会が認定した「公園施設製品安全管理士」又は「公園施設点検管理士」による点検を実施し、点検報告書を作成のうえ完了届とともに提出すること。

６　留意事項等
（1） 見積書作成にあたっては必ず現地確認を実施してください。現地確認は、金曜日の午後を除く平日に実施することとし、具体的な日時については調整を行いますので、担当（藤田・簑内（075-222-3987））まで連絡をお願いします。なお、現地確認の日程調整には、数日を要します。
（2） 見積書には、使用する資材の品名・品番等を記載してください。
（3） 業務実施は、原則、金曜日の午後を除く平日とし、契約後、速やかに日程調整することとします。

　（参考写真）
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